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農事用電力に係る 要請書 

 

平素は、 本県の農業・ 農村の振興にご理解と ご高配を 賜り 厚く お礼申

し 上げま す。 ま た、 本年も 貴社によ る 安定的な農事用電力供給のお陰を

持ちま し て、 無事に近江米の収穫時期を 迎える こ と が出来ま し たこ と 、

重ねてお礼申し 上げま す。  

 

さ て、 本県の約４ 割以上の農地は、 琵琶湖など を水源と し て揚水ポン

プによ り 農業用水を 確保し ており 、 電力に対する 依存度が非常に高いこ

と から 、 各土地改良区では、 節水への呼びかけや農地の見回り に加え、

送水運用の見直し 、 再生可能エネルギーの活用、 省エネ機器の導入、 省

エネ研修など 省電力に向けた取り 組みを 懸命に推進し てま いり ま し た。  

 

し かし ながら 、 今年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の値

上がり に加え、 ウ ク ラ イ ナ紛争など 国際情勢の長期化や、 今年２ 月から

の為替相場によ る 急激な円安で燃料価格は高止ま り と なり 、 今年度の農

事用電気料金は燃料費高騰前の令和３ 年比で 125％を 超える も のと 試算

し ていま す。  

こ の状況がいつま で続く か見通すこ と ができ ず、 国や県によ る 支援策

が縮小する 中にあっ て、 本県の農業を 支える 土地改良区の運営に大き な

ダメ ージと なっており ま す。  

 

施設の運営は組合員である 農家の賦課金で対応し ており ま すが、 米を

はじ めと し た農産物は消費者への価格転嫁が難し く 、 加えて、 肥料・ 農

薬等の価格は高騰し ている こ と など から 、 賦課金を 値上げし 電力料金高

騰に対応する こ と は困難であり ま す。  

こ う し た状況をご賢察いただき 、 次の事項について、 ご高配を 賜り ま

すよ う よ ろし く お願い申し 上げま す。  



 
                                   

記 
 
 
 

１  農事用電力について、 その利用実態や社会的・ 経済的意義等

を 踏ま え、 料金メ ニュ ーの継続なら びに軽減 

 

２  特別高圧およ び高圧の新規農事用電力の受電受け入れ 
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